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Ⅰ　は じ め に 

　　―意思能力の有無をめぐる裁判実務の現状と課題―

　外形的に意思表示が行われた場合でも，意思能力を欠く者によって行わ

れた意思表示が無効であることは，大審院明治３８年５月１１日判決（民録１１輯

７０６頁）� 以降，判例の一貫した立場であり，学説の一致するところである�。
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保険金受取人変更の意思表示

―かかる行為の性質と保険契約者の意思能力―

野 口 夕 子

�　同判決の評釈として，須永醇「判批」星野英一＝平井宜雄編『民法判例百選

Ⅰ総則・物権［第３版］（別冊ジュリスト１０４号）』１６頁（有斐閣，１９８９年），河

上正二「判批」潮見佳男＝道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権［第８版］

（別冊ジュリスト２３７号）』１２頁（有斐閣，２０１８年）。

�　学説の展開について，熊谷士郎『意思無能力法理の再検討』８４頁以下（有信

堂，２００３年），須永醇『意思能力と行為能力』５３頁以下（日本評論社，２０１０年），

民法改正研究会『総合叢書１８　日本民法典改正案Ⅰ　第一編　総則―立法提案・

改正理由―』２８２頁以下（信山社，２０１６年）。



平成２９年法律第４４号による改正民法（以下，「平成２９年改正民法」という）

では，同３条の２をもって「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思

能力を有しなかったときは，その法律行為は，無効とする」旨の規定が新

設されている�。

　他方，「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」において，意思能

力は「法律行為をすることの意味を理解する能力」と明示されていたもの

の�，合意形成には至らず，意思能力の定義を置くことは見送られた�。意

思能力の定義をめぐって，従来，見解が分かれるなか�，平成２９年改正民

法の施行後も引き続き解釈に委ねられることとなる。

　加えて，どの程度の能力を有していれば，意思能力を有するといえるの

かという，いわゆる意思能力の有無の判断基準についても，法律上，明文

の規定はなく，必ずしも統一的な基準が存在するわけでもない。意思能力

の有無については，学説上，７
　

 歳程度の知的判断能力が目安になるといわ

れる一方で，実際に問題となる個々の行為ないし行為の種類ごとに判断す

る必要があることも指摘されている�。確かに，幾代通『現代法律学全集
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�　山本敬三「第２節　意思能力」山野目章夫編『新注釈民法�総則�§§１～

８９』３９１頁（有斐閣，２０１８年）は，「厳密にいうと，意思表示をした者がその意

思表示をした時に意思能力を有しなかったときは，その意思表示が無効であり，

そのために法律行為も無効となるというべきであろう。本条は，『法律行為』

が無効になると定めているが，『意思表示』が無効になると定める方が簡明で

あり，かつ趣旨にかなっていたと考えられる」と指摘する。

�　商事法務編『民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明』７頁

（商事法務，２０１３年）。

�　民法（債権関係）部会資料７３Ａ「民法（債権関係）の改正に関する要綱案の

たたき台�」商事法務編『民法（債権関係）部会資料集第３集〈第４巻〉第８１

回～第８５回会議議事録と部会資料』４２８頁（商事法務，２０１７年）。

�　詳細は，「法制審議会民法（債権関係）部会第３０回会議議事録」商事法務編

『民法（債権関係）部会資料集第２集〈第２巻〉第３０回～第３４回会議議事録と

部会資料』５５頁以下（商事法務，２０１３年）。

�　幾代通『現代法律学全集５　民法総則〔第２版〕』５１頁（青林書院，１９８４年），

四宮和夫『法律学講座双書　民法総則〔第４版〕』４４頁（弘文堂，１９８６年），内



５　民法総則〔第２版〕』５１頁（青林書院，１９８４年）に主張されるように，

「意思能力の有無は，個々の具体的な法律行為ごとに，行為者の年齢・知

能などの個人差その他の状況をそのままふまえての，実質的・個別的判断

にかかるものであり，なんらかの画一的・形式的な基準によるものではな

い。したがって，問題になる法律行為がいかなる種類の行為であるかに

よっても判定は異なることがありうる」。

　しかしながら，その一方で，高齢化が進む社会状況の下，意思能力の有

無をめぐる紛争が現実に少なくなく，また，これから更に増加していくこ

とが予想されることから，意思能力の有無に関して，実務上，その判断基

準を明らかにする必要性もまた改めて指摘されているところである�。保

険契約においても，近年，高齢者の意思能力が問題となる事案が現出して

いる。そのような状況を踏まえ，本稿では，現在，保険契約者による保険

金受取人変更時の意思能力の有無を判断するうえで，裁判実務上，その基

準となる保険金受取人の変更行為の性質・内容をどのように解し，どのよ

うな判断枠組みをもって決しているのかを明らかにすることによって，今

後，かかる判断基準を構築していく一助としたい。
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田貴『民法Ⅰ　総則・物権総論［第４版］』１０３頁（東京大学出版会，２００８年），

山本敬三『民法講義Ⅰ　総則〔第３版〕』３９頁（有斐閣，２０１１年），田口治美

「第２節　意思能力」能見善久＝加藤新太郎編『論点体系　判例民法〈第３版〉

１　総則』７５頁（第一法規株式会社，２０１９年）。

�　澤井知子「意思能力の欠缺をめぐる裁判例と問題点」判例タイムズ１１４６号８７

頁（２００４年）。



Ⅱ　保険金受取人変更の意思表示に求められる保険契約者の 

　意思能力

１　意思能力の定義

　意思能力とは，行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいうと解

されている�。これに対して，行為の結果を認識するだけでなく，それに

基づいて正しく意思決定をする能力として理解するものもある�。

　さらに，意思能力の有無を判断するに当たって，精神上の障害という生

物学的要素と合理的に行為をする能力を欠くという心理学的要素の双方を

考慮するか，心理学的要素のみを考慮するかという問題や，判断・弁識の

能力だけでなく，自己の行為を支配するのに必要な制御能力を考慮するか

どうかという問題について，学説上，見解が分かれている。それ故，平成

２９年改正民法が，同３条の２をもって「法律行為の当事者が意思表示をし

た時に意思能力を有しなかったときは，その法律行為は，無効とする」旨

の規定を新設したものの，意思能力にかかる定義規定を設けるには至らな

かったことは�，既述の通りである。

　意思能力を欠く者によって行われた意思表示は，無効である。しかしな

がら，意思能力の具体的な内容は，解釈に拠る。
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�　我妻榮『新訂民法総則（民法講義Ⅰ）』６０頁（岩波書店，１９６５年），幾代・前

掲注�５１頁，四宮・前掲注�４４頁，内田・前掲注�１０３頁等。山本・前掲注�

３７９�３８０頁によれば，「そこでいう行為の結果とは，権利義務の変動を指してい

る場合のほか，行為の社会的・経済的な帰結を指している場合（福岡地判平９・

６・１１金法１４９７号２７頁等を参照）もある」。

�　岡松参太郎「意思能力論�」法学協会雑誌３３巻１１号１９１２頁（１９１５年）。

�　民法（債権関係）部会資料７３Ａ・前掲注�４２８頁。



２　保険金受取人変更の意思表示の性質

　いわゆる「他人のためにする生命保険契約」は，民法５３７条に定める「第

三者のためにする契約」の一種と解されている�。したがって，他人のた

めにする生命保険契約の締結をもって保険金受取人が保険金請求権を取得

した以上，保険契約者といえどもその権利を変更し，または消滅させるこ

とはできない（民５３８条）。

　この民法の一般原則に対して，通常，長期にわたる生命保険契約では，

その継続中に契約当初の事情に変動が生じ，保険契約者には保険金受取人

の変更を欲する場合が往々にしてある一方，保険者もその変更によって契

約上の利益を害されることはないとの理由から，他人のためにする生命保

険契約においては，従来，保険契約者に保険金受取人の変更権を認めてき

た�。平成２０年法律第５７号による改正前商法（以下，「平成２０年改正前商法」

という）の下でのこうした実態を踏まえ，保険法は，同４３条１項をもって

「保険契約者は，保険事故が発生するまでは，保険金受取人の変更をする

ことができる」旨明定した�。
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�　保険法では，このことを明確にするために，「第三者のためにする生命保険

契約」との文言を用いている（法務省民事局参事官室「保険法の見直しに関す

る中間試案の補足説明」第２�１�（２００７年））。

�　平成２０年法律第５７号による改正前商法（以下，「平成２０年改正前商法」とい

う）では，同６７５条１項但書に定める「保険契約者カ別段ノ意思ヲ表示シタル

トキ」に限定されていたが，生命保険実務では，「１　保険契約者は，主契約

の被保険者の同意を得て，死亡保険金受取人を変更することができます。

２　保険契約者が本条の変更を請求するときは，必要書類（別表１）を会社

の本店または会社の指定した場所に提出して下さい。

３　本条の変更は，保険証券に裏書を受けてからでなければ，会社に対抗す

ることができません」（有配当終身保険普通保険約款（平成１６年３月改正）２３

条）旨の約定をもって，保険契約者が保険金受取人の変更権を留保することを

原則とし，かかる権利を放棄するには特別の意思表示を要するのが，通例とさ

れていた。

�　なお，保険金受取人の変更行為にかかる改正の経緯及び平成２０年改正前商法

と保険法との比較検討については，拙稿「保険金受取人の変更権，その行使方



平成２０年改正前商法は，「保険契約者カ契約後保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ

指定又ハ変更シタルトキハ保険者ニ其指定又ハ変更ヲ通知スルニ非サレハ

之ヲ以テ保険者ニ対抗スルコトヲ得ス」旨規定した同６７７条１項をもって，

保険金受取人の変更にあっては保険者への通知がその対抗要件であると明

示するものの，保険金受取人の変更方法に関しては何ら規定していなかっ

た。保険金受取人の変更権が，その変更について保険者の同意を要しない

という意味において，保険契約者の一方的意思表示による単独行為であり，

かかる意思表示によって法律関係に変動を生じる形成権の一種であるとい

うことについては，ほぼ異論はない�。しかしながら，この立場にあって

も，保険金受取人の変更にかかる意思表示の相手方，その到達の要否をめ

ぐって判例・学説上，激しい対立があった。その発端となったのが，大審

院昭和１５年１２月１３日判決（大審院民事判例集１９巻２４号２３８１頁）である。

　平成２０年改正前商法６７７条１項に定める保険者への通知は，単なる対抗
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法をめぐって ―信託法８９条が今改正に与えた影響―」生命保険論集１７５号６３頁

以下（２０１１年）をあわせて参照されたい。

�　大森忠夫「保険金受取人の指定・変更・撤回行為の法的性質」大森忠夫＝三

宅一夫『生命保険契約法の諸問題』７３�７５頁（有斐閣，１９５８年）は，「元来第三

者のためにする契約制度自体が契約自由の原則にその基礎を有する制度であり，

したがつて，その効果や内容などに関しては契約当事者の意思がまず尊重され

なければならない」し，かつ，「実際的必要という点から見ても，生命保険契

約において何人が受取人に決定されるかにつき重要な利害関係を有する当事者

は要約者たる保険契約者のみであり，諾約者たる保険者はこの点につき特別な

利害関係を有せず，したがつて保険者は保険契約者の決定する第三者を受取人

とすることを拒否する何らの利益を有しない」とその理由を述べた上で，「た

だ保険金支払の相手方たる受取人が何人であるかを知ることについては保険者

も利害関係を有することは明かであるが，この点は受取人指定の対抗要件の問

題として別に論ずべき」とする。同旨として，坂口光男『保険法』３０８頁（文

眞堂，１９９１年），石田満『現代法律学講座１９　商法Ⅳ（保険法）【改訂版】』２９１

頁（青林書院，１９９４年），西島梅治『保険法〔第３版〕』３３１頁（悠々社，１９９８

年），山下友信『現代の生命・傷害保険法』６頁（弘文堂，１９９９年），江頭憲治

郎『法律学講座双書　商取引法〔第８版〕』５１８頁（弘文堂，２０１８年）。



要件ではなく，保険金受取人の変更権の行使そのものであり，通知の到達

が効力発生要件となる旨判示し，保険金受取人の変更にかかる意思表示に

は保険者の受領を要すると解した前掲大審院昭和１５年１２月１３日判決に対し

て，学説は，平成２０年改正前商法６７７条１項がほとんど無意味になるとの

理由から挙って反対した�。そのうえで，通説は，保険金受取人の変更権

の行使については，かかる変更が保険契約の内容であるということから，

一方的意思表示で足りるとはいえ，相手方たる保険者に対する意思表示に

よることは当然に認められるが，保険者に対する通知を対抗要件と定める

改正前商法６７７条１項に鑑み，新旧保険金受取人への意思表示によること

も認められると解する�。

　その後， 高裁昭和６２年１０月２９日判決（ 高裁判所民事判例集４１巻７号

１５２７頁）� をもって，判例もこれに追随することとなる。
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�　すなわち，保険金受取人変更の通知に到達を要するとすれば，保険者は，か

かる変更を常に知っていることとなり，対抗要件が問題となることはなく，か

つ，大審院昭和１５年１２月１３日判決によれば，保険金受取人の変更の意思表示は，

保険者になすことを本則とするため，結果，平成２０年改正前商法６７７条１項は，

遺言による変更のような仮定的場合にのみ意味を有し，本則とする一般の意思

表示による場合には無意味となる（石井照久「判批」判例民事法昭和１５年度５２１

頁以下（１９４１年），野津務「判批」民商法雑誌１３巻６号９７５頁以下（１９４１年），

大森忠夫「判批」大森忠夫＝三宅一夫『生命保険契約法の諸問題』２５０頁以下

（有斐閣，１９５８年），石井照久著＝鴻常夫増補『海商法・保険法』２５０頁（勁草

書房，１９７６年），加藤勝郎「判批」鴻常夫＝竹内昭夫編『商法（保険・海商）

判例百選（別冊ジュリスト５５号）』７６�７７頁（有斐閣，１９７７年），石田・前掲注

�２９０頁，実方謙二「判批」鴻常夫編『生命保険判例百選（別冊ジュリスト６７

号）』３８�３９頁（有斐閣，１９８８年），西島・前掲注�３３４�３３５頁，山下・前掲注�

８�９頁）。

�　大森・前掲注�８７頁以下，石井著＝鴻増補・前掲注�２５０頁，石田・前掲注

�２９０頁，西島・前掲注�３３１�３３３頁。

�　保険契約者兼被保険者が内縁の妻を保険金受取人に指定していたが，保険契

約者が，その債権者に対して差し入れた念書の中で，保険金は債権者が受領す

る旨記載していた事案において，同判決は，平成２０年改正前「商法六七五条な

いし六七七条の規定の趣旨に照らすと，保険契約者が保険金受取人を変更する



　保険金受取人の変更の意思表示をめぐって，判例及び学説は，保険金受

取人の変更の意思表示は保険契約者の一方的意思表示によって効力を生じ

るものであり，平成２０年改正前商法６７７条１項にいう保険者への通知は単

なる対抗要件に過ぎないと解する点でほぼ一致しているものの，意思表示

の相手方について，ひいては相手方のある意思表示か否かについて見解を

分かつなか�，保険法は，まず，同４３条２項に「保険金受取人の変更は，

近畿大学法学　第６６巻第３・４号

─　　─４８

権利を留保した場合（同法六七五条一項但書）において，保険契約者がする保

険金受取人を変更する旨の意思表示は，保険契約者の一方的意思表示によって

その効力を生ずるものであり，また，意思表示の相手方は必ずしも保険者であ

ることを要せず，新旧保険金受取人のいずれに対してしてもよく，この場合に

は，保険者への通知を必要とせず，右意思表示によって直ちに保険金受取人変

更の効力が生ずるものと解するのが相当である」としたうえで，平成２０年改正

前商「法六七七条一項は，保険契約者が保険金受取人を変更したときは，これ

を保険者に通知しなければ，これをもって保険者に対抗することができない旨

規定するが，これは保険者が二重弁済の危険にさらされることを防止するため，

右通知をもって保険者に対する対抗要件とし，これが充足されるまでは，保険

者が旧保険金受取人に保険金を支払っても免責されるとした趣旨のものにすぎ

ない」と判示し，保険契約者による新保険金受取人への念書をもって，保険金

受取人の変更を認めた。「本判決は従来の通説に従うものであり，学説の圧倒

的多数も賛成している」（藤田友敬「判批」鴻常夫＝竹内昭夫＝江頭憲治郎編

『商法（保険・海商）判例百選〈第２版〉（別冊ジュリスト１２１号）』８１頁（有斐

閣，１９９３年））。

�　保険金受取人の変更の意思表示をめぐって，従来，保険者あるいは新旧保険

金受取人への到達を効力発生要件とするか否かという角度から論じてきた判例

及び学説に対して，山下・前掲注�７�９頁は，かかる「意思表示は，そもそ

も相手方のある意思表示であるかどうかが根本的な問題であって，この点が肯

定されてはじめて，相手方の範囲，および到達の要否が問題となる」と指摘し

たうえで，「保険者ないし新・旧の保険金受取人への到達が不要であるとすれ

ば，相手方のある意思表示であるということの実益はないことになるし，保険

契約者の意思を尊重することが望ましい方向であるとすれば，むしろ相手方の

ない意思表示とするのが妥当である」と主張する。同旨として，水口吉蔵「生

命保険契約後の受取人の指定と変更」法律論叢２０巻３号１８頁（１９４１年），門馬

一徳「生命保険契約における保険金受取人の指定変更に関する若干の考察」生

命保険文化研究所所報４６号１０１頁（１９７９年），山下友信『保険法』４９８頁（有斐

閣，２００５年）。また，この見解を採用した裁判例として，東京高裁平成１０年３



保険者に対する意思表示によってする」旨規定したうえで，同条３項を

もって，かかる「意思表示は，その通知が保険者に到達したときは，当該

通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし，その到達前に

行われた保険給付の効力を妨げない」と定める。

　平成２０年改正前商法の下，保険金受取人変更の意思表示をめぐる論争は，

保険法によって立法的な解決が図られたものの，今日では，如何なる事実

をもって意思表示の発信，到達とみるかが，新たな論点となっている。他

方，かかる意思表示には，平成２０年改正前商法と同様，一般原則たる民法

が適用されることになる。保険契約者が保険金受取人変更の意思表示をし

た時に意思能力を有しなかったときは，かかる意思表示は無効である。

３　保険金受取人の変更行為の性質と意思能力の有無の判断基準

　�　保険契約者の意思能力の有無に関する裁判例

　意思能力が問題となる場面は，取引行為や身分行為，遺言，訴訟行為と

多岐にわたることから，さまざまな局面で意思能力の有無が争点となった

裁判例も数多く存在する�。その一方で，保険金受取人の変更行為にあっ

ては，前掲の 高裁昭和６２年１０月２９日判決にみるように，当該変更の意思

表示の相手方や効力発生時期に起因して，その有効性が問題となった事案

は少なくないものの，保険金受取人変更の意思表示の際の保険契約者の意

思能力の有無が争われた裁判例は皆無であった。

　ところが，①浦和地裁平成３年９月１８日判決（文研生命保険判例集６巻
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月２５日判決（金融・商事判例１０４０号６頁。同判決の評釈として，山下典孝「判

批」金融・商事判例１０５０号５７頁（１９９８年），山本哲生「判批」平成１０年度重要

判例解説１１２頁（有斐閣，１９９９年））。

�　かかる裁判例を分析，検討したものとして，升田純『高齢者を悩ませる法律

問題』（判例時報社，１９９８年），前田泰『民事精神鑑定と成年後見法 ―行為能

力・意思能力・責任能力の法的判定基準―』１２０頁以下（日本評論社，２０００年），

熊谷・前掲注�２８３頁以下，澤井・前掲注�８７頁以下。



３８２頁）� を皮切りに，保険契約者による保険金受取人変更の意思表示の有

効性をめぐって，意思能力の有無が争点とされた裁判例が，屡々見受けら

れる。前掲①判決以降，現在までの公表裁判例は，全１５件である。いずれ

も下級審裁判例ではあるが，以下，それぞれのケースを整理，検討するこ

とによって，かかる意思能力の有無を判断するうえで，裁判実務上，その

基準となる保険金受取人の変更行為の性質・内容をどのように解し，どの

ような判断枠組みをもって決しているのかを明らかにしたい�。

　既述のように，保険契約者による保険金受取人変更時の意思能力の有無

が争点となった 初の公表裁判例として，前掲①判決が挙げられる。直腸

癌の末期症状にあった保険契約者兼被保険者Ａが，死亡２日前に主治医の

立会の下，被告 Y１ 生命保険会社の担当者による質問に対し，顎を引いて

頷くかたちで行った，前妻Ｘ（原告）から現在の妻 Y２（被告）への保険金

受取人変更の意思表示につき，同裁判所は，「以上認定の事実を総合勘案

すれば，Ａは，遅くともＸに対し慰謝料等の支払いを完了した時点以降は，

本件生命保険契約における保険金受取人をＸのままにしておく積極的意思

があったものとは考えられないところ，前記変更の手続が行われた時点に

おいて，右保険金受取人の変更の意味を判断するだけの意思能力を有して

おり，その意思に従って保険金受取人をＸから Y２ に変更する意思表示を

したものであることが認められる」と判示して，Ｘによる保険金請求を棄

却した。

　②大津地裁平成１０年１２月２５日判決（生命保険判例集１０巻５０５頁）は，保
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�　同判決の評釈として，竹�修「判批」保険事例研究会レポート８５号１頁（１９９３

年）。

�　先行研究として，民法上の意思能力に着目しながら，保険金受取人変更とい

う法律行為について，保険契約者にどの程度の意思能力が必要かということを

検討した岡田豊基「保険金受取人変更時における保険契約者の意思能力の有無」

神戸学院法学４７巻２・３号１頁（２０１８年）。



険契約者兼被保険者Ａが，Y３ 生命保険相互会社（被告），Y４ 生命保険相

互会社（被告）及び Y５ 生命保険相互会社（被告）の各社と締結していた

保険契約において，右脳内出血で約２ヶ月間入院し，血腫除去手術を受け

たその約２年後，左被殻出血により再入院するまでの間に各保険契約の保

険金受取人をＡの子であるＸ（原告）から同じくその子 Y１（被告）及び 

Y２（被告）へ変更する手続をとったが，かかる変更手続の当時，Ａに意思

能力があったか否かが争われた事案である。同裁判所は，「左被殻出血に

より再度入院した平成５年２月８日以降，理解力，判断力を失った状態と

なったことは，前記争いのない事実…のとおりであるが，右事実から本件

各変更手続当時…亡Ａが意思能力を有していなかった事実を推認すること

はできず」，各生命保険相互会社の担当者との間で上記変更に関する意思

確認とその手続が行われた際，「亡Ａは自力で歩き，変更手続の理由につ

いても『Ｘがたびたび酒を飲んで亡Ａに乱暴するから変更したい。』など

と普通に話しており」，「その言動に異常は見られなかったこと，以上の事

実が認められ，これらの事情によれば，本件各変更手続当時，亡Ａが意思

能力を有していたものと認めることができる」と判示して，Ｘの各生命保

険相互会社に対する死亡保険金支払請求を棄却した。

　③大阪地裁平成１２年１０月３０日判決（生命保険判例集１２巻５３１頁）によれ

ば，X １（原告）の元夫であり，X ２（原告）と X ３（原告）の父親であるＡ

が，みずからを保険契約者兼被保険者として Y１ 生命保険相互会社（被告）

との間で締結していた生命保険契約において，アルコール依存症を患い，

糖尿病と肝硬変で入院中に行った X １ からＡの兄である Y２（被告）への保

険金受取人の変更手続につき，同「変更手続の際にＡが意思能力を欠いて

いたか否かを検討するに，Ｂ病院に入院直後のＡには不穏状態が見られ」，

「不可解な言動が見られるが…右状況には罹患していた糖尿病等や投薬治

療が影響していることが窺われる」ところ，平成７年１１月「２日以降本件
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変更手続が行われた同月１０日までの間に，Ａの精神状態に異常があったと

認めるに足りる証拠はない」ことに加え，「本件変更手続は，Ａ自身が Y１ 

生命〔保険相互会社〕に電話を架けて依頼し，書類の記載等もＡ自身が

行ったこと，右手続を取り扱ったＣは，Ａと会話を交わしたが，何ら異常

を感じなかったこと，Ａが１１月６日に離婚届を提出すると X １ から聞かさ

れ，同月８日には，主治医から退院後の生活について計画を立てるように

告げられたことからすると，その直後に保険金受取人を X １ から Y２ に変更

する手続を取ることには合理性があること，及びＡは本件手続の約２週間

後である同年１１月２４日にはＢ病院を退院し，実家のある鳥取で静養した後

復職し，その死亡〔平成９年５月８日〕まで公務員としての勤務を行って

いたこと等の事実からすれば，本件変更手続の際にＡが意思能力を欠いて

いたとは，到底認めることができない」。

　④大阪地裁平成１３年３月２１日判決（判例タイムズ１０８７号１９５頁，生命保

険判例集１３巻３２２頁）は，脳梗塞で入院中であった保険契約者兼被保険者

Ａが，被告Ｙ生命保険相互会社の担当者Ｃに対して行った，Ａの息子であ

るＸ（原告）から非親族の同居人Ｂに保険金受取人を変更する旨の意思表

示の有効性につき，「Ａは，入院していた期間…比較的安定した状態にあ

り，看護婦や面会に来ていたＢらと日常的な会話は行える状態にあったこ

と，Ｃの質問に対しても，『はい』との返答をしていることからすると，

本件変更手続の行われた同〔平成１２〕年２月７日には，本件保険契約上の

死亡保険金の受取人を変更するとの判断を行い，これを第三者に伝達する

ことができたようにも思われる」が，「Ａは，同年２月１日から同月１２日

にかけて，自己の氏名等が答えられないなどの症状を示し，また，看護婦

が退院してもいいと告げていないにも関わらず，そのように言われたとＢ

に告げているところ，〔Ａの治療にあたっていた脳神経外科医である〕Ｄ

医師の供述によれば，Ａのこれらの症状は，脳梗塞により，近接記憶障害
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や見当識障害が起こったものであると解」したうえで，「Ａには，保険金

受取人を変更するという判断の前提となる事実の記憶を保持する能力が無

く，その状態において受取人変更の意思表示が行われたとしても，それは

当該意思表示の効果を認識した正常な意思表示ではないとの趣旨の供述を

しており，同医師の供述を排斥すべき理由はない」として，本件変更手続

においてなされたＡの意思表示を意思無能力により無効と結論付けた。

　⑤東京地裁平成１３年１０月１０日判決（生命保険判例集１３巻７８３頁）では，

脳腫瘍の終末期にあった保険契約者兼被保険者Ａが，Ｙ生命保険会社（被

告）との間で締結していた生命保険契約において，その死亡保険金受取人

をＸ（原告）から Z １，Z ２（いずれも参加人）に再変更した当時のＡの意思

能力の有無が争点となっている。同判決は，Ｈ院長による「医学的には，

平成１２年６月９日の時点においてＡが本件〔各保険契約の保険金受取人を

変更前の受取人に戻したい旨の〕内容証明郵便の記載内容を十分に理解し

て署名することは困難であったと考えられる」との見解等を踏まえ，「平

成１２年６月受取人変更の意思表示の当時，Ａが本件内容証明郵便の記述の

意味内容を理解し，その是非を判断して，これに署名することができな

かったことは明らかである」としたうえで，Z １ らの「上記の意思表示は，

本件各保険契約の生命保険金の受取人を当初のとおりとして欲しいという

だけのものであるから，新しい意思表示をしたというものではなく，高度

な判断能力がなければならないような意思表示ではないとの趣旨の主張」

に対して，「平成１２年１月にわざわざ受取人変更手続をして本件各保険契

約の死亡保険金受取人をＸに変更したものを，短時日のうちに，再び Z １ ら

を受取人とすることに変更するというような意思決定を行うことは，Ａに

とって，諸々の事情を考慮して慎重に判断しなければならない困難な事柄

であることはいうまでもないのであり，当時のＡが，そのような意思決定

を行うことができるような判断能力を有していなかったことは…認定事実

保険金受取人変更の意思表示

─　　─５３



から余りにも明らかというほかはない」と判示して，Ａによる保険金受取

人変更の意思表示を無効とした。

　⑥東京地裁平成１４年２月２２日判決（生命保険判例集１４巻５０頁）は，後腹

膜肉腫の治療のため，入院中であった保険契約者兼被保険者Ａが，死亡す

る約１か月前に行った保険金受取人をＡの父親Ｘ（原告）からＸの元妻で

Ａの母親であるＺ（被告ら補助参加人）への変更手続につき，Y２ 生命保険

相互会社（被告）においてＡの契約担当者の上司である「Ｄは，平成１０年

５月２８日当日，入院中の亡Ａを訪れ，本人確認，保険金等受取人の変更に

関する要件であることの確認を済ませ，亡Ａの健康状態が，予測よりも軽

く，通常の意識状態にあるものと判断し，〔保険金受取人を亡Ａの父親Ｘ

からＸの元妻で亡Ａの母親である Z に変更する〕書類に自署し，押印する

よう求めた」ところ，「亡Ａは，本件〔保険金受取人〕変更書面に自署し，

Ｚから受け取った印章を押捺したが，Ｄにおいて，亡Ａの実印でないこと

に気づき，改めて亡Ａが，その実印を当該書面に押捺した」等の認定事実

から，Ａに意思能力がないとはいえないと判断している。

　⑦東京地裁平成１９年２月２３日判決（生命保険判例集１９巻９４頁）は，小腸

腫瘍の再発によってK大病院に入院中であったＡが，死亡する２日前にみ

ずから加入していた団体定期保険の保険金受取人を妻Ｘ（原告）から母Ｚ

（参加人兼反訴被告）に変更したところ，Ｘにおいて，保険金受取人はＸ

であると主張して，Ｙ生命保険株式会社（被告）に対し，保険金の支払を

求めた事案である。Ｘの主張に対して，当該裁判所は，「Ａは，Ｋ大病院

に入院中であった平成１６年７月２７日ころ以降，〔上司である〕Ｅに対し，

何回かにわたって，本件保険の死亡保険金受取人を Z に変更したい旨の連

絡をしていたほか，死亡する直前まで，Ｘに対して，離婚を申し入れてい

たこと…にかんがみると…Ａが本件〔保険金受取人変更〕通知書により本

件保険の死亡保険金受取人をＺに変更したことは何ら不自然，不合理なも
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のとはいえず」，また，Ｋ大病院の主治医による証言，Ａの看護記録や診

療経過記録から「Ａが，本件通知書を作成した当時，それに必要とされる

程度の意思能力を欠いていたものとまでは認め難い」と判示して，Ｘの請

求を棄却している。

　⑧東京地裁平成２１年１０月１４日判決（ウエストロー・ジャパン（文献番号 

２００９WLJPCA１０１４８００６））では，保険契約者兼被保険者Ａが，訴外生命保

険相互会社との間で締結していた生命保険契約において，劇症肝炎により

死亡する６日前に行った保険金受取人を妹Ｙ（被告）から内縁の夫である

Ｘ（原告）に変更する旨の意思表示につき，「Ａは，Ｋ病院に入院した後

も，本件保険契約の保険金受取人をＹのままとする意思であったところ，

平成１４年５月２０日，上記保険金受取人をＸに変更する意思表示をしたもの

であるが，Ａは，Ｋ病院に入院した後，肝性脳症の症状が現れ，平成１４年

５月１８日には，意識状態も悪化し，状態は非常に悪いとして，担当医師が，

Ｘに，数日で急変し，死亡ということも考えられることを説明するに至っ

ていたところ，本件名義変更の意思表示は，その２日後である同月２０日に

されたものであり，上記…で認定したＡの当日の病状にかんがみると，Ａ

は，上記名義変更の意思表示をした当時，自己の行為の結果を判断する能

力のない状態にあり，意思能力を欠如していたものと認められる」として，

Ａによる意思表示を無効とした。

　また，簡易生命保険契約における保険契約者兼被保険者Ａが生前，当該

保険契約の保険金受取人をＡの夫と前妻の子であるＸ（原告）からＡとそ

の前夫の間の子であるＺ（被告補助参加人）に変更した手続について，Ａ

の意思能力の有無が争点となった⑨大分地裁平成２３年１０月２７日判決（ウエ

ストロー・ジャパン（文献番号 ２０１１WLJPCA１０２７９００６））� は，かかる変
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�　同判決の評釈として，有馬由実子「判批」共済と保険５５巻１号１６６頁（２０１３

年），長瀬博「判批」保険事例研究会レポート２８２号１頁（２０１４年）。



更手続の当時，パーキンソン病及びアルツハイマー型認知症と診断され，

かつ，長谷川式認知症スケールの結果が１８点であった「Ａの意思能力は相

当程度低下していたもの」の，「Ａが意思無能力であったことについては

相応の疑問が残るものである上」，「ＡとＸとが，本件変更手続前から，法的

紛争に発展するまでの激しい対立関係にあったことからすれば，Ａにおい

て，保険金受取人をＸから Z に変更しようと考えるのは極めて合理的で納

得のいくものであり，むしろ受取人を変更しないことのほうが不自然とさ

えいえる。加えて，保険金受取人の変更という行為の性質をみても，当該行

為の意味内容は単純であり，一般に，一定程度の理解力の低下がみられて

も，その意味内容を理解することは比較的容易なものということができる」

ことから，「本件変更手続がなされたころのＡの病状に加えて，本件変更

手続がなされるに至った経緯，本件変更手続の性質も考慮すれば，本件変

更手続についてＡが意思無能力であったとは認められない」と判示する。

　さらに，Ｙ生命保険相互会社（被告）との間で２件の生命保険契約を締

結していた保険契約者兼被保険者Ａが，胆管癌の末期症状にあり，かつ，

その死亡の８日前に，上記各保険契約の死亡保険金受取人を妹Ｘ（原告）

から夫であるＺ（被告補助参加人）に変更したが，かかる変更手続の当時

のＡの意思能力の有無が争われた事案として，⑩東京地裁平成２５年１２月１２

日判決（ウエストロー・ジャパン（文献番号 ２０１３WLJPCA１２１２８００３））� 

がある。同判決は，「Ａは…入院を望まず，自宅で療養を行うことを希望

し，死亡に至るまで，主として夫であるＺにより…日常の身の回りの世話

を受けていた経緯があり，本件受取人変更請求は，Ａが，本件各保険契約

の受取人をその夫であるＺに変更することを内容とするものであることが

認められ，これらの事情と，本件において，Ｚが，平成２２年５月１１日に本
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�　同判決の評釈として，桜沢�哉「判批」保険事例研究会レポート２９１号１０頁

（２０１５年），天野康宏「判批」共済と保険２０１６年１月号２８頁（２０１６年）。



件受取人名義変更請求書にＡが署名押印した際の様子を具体的に述べてい

ること」，「これら各証言等の内容を総合的に考慮すれば，本件受取人名義

変更請求書の作成当時，Ａがその署名を行うのに必要な判断力や体力がな

かったとまでは言え」ないと判示し，本件受取人変更請求がＡの意思に基

づくものであると認めた。

　⑪金沢地裁小松支部平成２６年９月２日判決（ウエストロー・ジャパン

（文献番号 ２０１４WLJPCA０９０２６００４））とその控訴審である⑫名古屋高裁金

沢支部平成２７年１月２８日判決（ウエストロー・ジャパン（文献番号 ２０１５ 

WLJPCA０１２８６０１２））� は，レビー小体型認知症を発症していた保険契約者

兼被保険者Ａが，意識障害により入院中に行った，Ｙ生命保険株式会社

（被告・被控訴人）と締結していた養老保険契約の死亡保険金受取人を弟

Ｘ（原告・控訴人）から内縁の夫であるＺ（被告補助参加人・被控訴人補

助参加人）への変更手続につき，同裁判所は，まず，「①ＡとＺは，平成

１２年ころから同居しており，夫婦同然の生活を送っていたこと，②Ｚは，

平成２３年２月２３日にＡが入院してから，Ａに対する食事の介助等を行って

いたこと，…他方，Ｘ及びその妻子が，同日のＡの入院後，Ａに対し，そ

のような介助をするようなことはなかったことなどの事情によれば，Ａが，

本件生命保険契約の死亡保険金の受取人を，ＸからＺに変更しようとする

ことは，極めて自然なことということができる」として，死亡保険金受取

人変更の意思表示はあったものと認めたうえで，「Ａは…入院後には，敗

血性ショックの影響により意識レベルが低下したことが認められるが，①

Ａの身体状態は，同年３月８日にかけて改善したこと，②同日の前後ころ，

Ａは，看護師との間で会話が成立しており，少なくとも時々は意思疎通が

可能であったこと，③…Ａにも，認知機能の日内変動が見られていたこと
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�　同判決の評釈として，北澤哲郎「判批」保険事例研究会レポート３０１号１頁

（２０１６年）。



などの事情を総合すれば，本件死亡保険金受取人変更の意思表示がなされ

た同月８日ころ，Ａに意思能力がなかったと認めることはできない」と判

示している。

　⑬東京地裁平成２８年４月２１日判決（ウエストロー・ジャパン（文献番号 

２０１６WLJPCA０４２１８００５），LEX/DB インターネット（文献番号２５５３５２６６），

D１-Law.com 判例体系（判例 ID２９０１７２７４））及びその控訴審たる⑭東京高

裁平成２８年１０月２７日判決（保険事例研究会レポート３２０号１９頁）� は，Y１ 生

命保険相互会社（被告・被控訴人）との間で，みずからを被保険者，死亡

保険金受取人を夫とする普通養老保険契約を締結していたＡが，夫の死亡

後に上記受取人を夫から四男 Y２（被告・被控訴人）へ変更する手続を行っ

たところ，Ａの次男 X １（原告・控訴人）と三男 X ２（原告・控訴人）が，

変更手続の際，亡Ａが死亡保険金受取人の変更手続の意味を理解する判断

能力を欠いていたため，本件変更手続は無効であり，X １ らには相続分に相

当する死亡保険金の請求権がある旨主張して，Y１ 生命保険相互会社に死亡

保険金の支払を求めた事案である。同裁判所は，「本件変更手続当時，Ａ

は要介護４の認定を受けていたものであり，…その認定には，一般に，身

体能力だけでなく，痴呆性の程度の判断等も影響するところ，Ａについて

（その程度はともかく）認知症の進行が認められていたことからすると，

痴呆性の程度も相当程度高かったであろうとは推測される」としながらも，

「Ａの治療経過に関する医療関係の証拠…記載中に，認知症ないし高度の

認知症等の記載が認められるのは事実であるが，認知症診断に関する専門

医による認知症の進行程度についての検査や診察結果が記載されているも

のではない」と判示するとともに，「本件変更手続で行われた内容は，死

亡保険金受取人を，既に死亡していたＡの夫から，Ａの子である Y２ に変

更するという比較的単純なものであ」り，「本件変更手続は，Y１ 生命保険
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相互会社Ｔ営業所に所属していたＥによって行われたものであって，本件

変更手続についてのＡの具体的な意思は，Ａの頷きの方法によって確認し

たとするＥの供述は，その内容に照らして，信用することができる」ことか

ら，「以上の事実によれば，本件変更手続当時のＡにおいて，本件変更手

続の意味内容を理解する能力がなかったとはいえない」として，X １ らの主

張を斥けた。

　 後に，⑮東京地裁平成２９年９月２８日判決（ウエストロー・ジャパン

（文献番号 ２０１７WLJPCA０９０２８８０２５））であるが，亡Ａが株式会社Ｇとの間

で締結していた特別終身保険契約において，Ｙ（被告）による保険金受取

人の無断変更の有無を判断するに当たって，Ｙは当時８１歳であった「亡Ａ

が自らの意思で手続を行ったと主張するが…同手続が行われたのは亡Ａが

死亡するわずか約１か月半前のことであり，死亡直前に認知症の症状が一

定程度進行していた亡Ａが，自らの意思で病室に株式会社Gの担当者を呼

んでまであえて同手続を行う必要や理由があったとはにわかに認められず，

Ｙもその理由を何ら合理的に説明していないというべきであるし，亡Ａの

財産管理を担っていたＹが，同手続を行うことにつき事前にＸ（原告）及

びＤに対して説明したとの事実も窺われない」ことから，「Ｙは，自己の

意思で本件生命保険契約の死亡保険金を全てＹに受領させるとの上記契約

変更手続を行わせ」たと判断している。

�　裁判例にみる判断枠組み

　意思能力の有無は，画一的・形式的な基準によるものではなく，個々の

具体的な法律行為ごとに，行為者の年齢・知能などの個人差その他の状況

を踏まえて，実質的かつ個別的に判断されるべきとの指摘があることは，

既述の通りである�。裁判例は，こうした指摘に対応して，問題となる法

保険金受取人変更の意思表示
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�　幾代・前掲注�５１頁，四宮・前掲注�４４頁，内田・前掲注�１０３頁，山本・前



律行為の意味を理解し，その結果を認識する能力があるかどうかを基準と

し，そのような能力があるかどうかを具体的に判断するものが多数を占め

ている�。

　平成以降，財産上の契約に必要な意思能力の有無が争点となった裁判例

を検証した澤井・前掲注�９６頁によれば，意思能力の有無の判断に当たっ

ては，医学上の評価を参考にすることはもとより，行為者の年齢，行為の

前後の言動や状況，行為の動機・理由，行為に至る経緯，行為の内容・難

易度，行為の効果の軽重，行為の意味についての理解の程度，行為時の状

況等が子細に検討され，判断材料として考慮されている。また，当該行為

の理由が合理的に説明可能であり，対価の均衡等がはかられていることな

ど，当該行為が客観的にみて理性的であるかどうかも，判断の考慮事由に

なっている。

　他方，意思表示の際の意思能力の有無を判断するに当たって，医学上の

評価として，表示者に意思能力がある，または，ないことが明らかである

場合には，他の要素を検討するまでもなく，その意思表示は有効または無

効であると判断されることになろう�。換言すれば，意思能力の有無につ

いて，さまざまな判断材料を考慮して，総合的に判断される場合とは，医

学上の評価だけでは判断がつかないケースということになる。加えて，意

思能力の有無が問題となる紛争類型のなかでも，保険金受取人の変更行為

の有効性が争われる事案にあっては，その意思能力が問われる保険契約者

は，問題が顕在化したときには既に死亡している。したがって，保険契約

者による意思能力の有無を判断するに当たって，その核というべき医学上

の評価については，過去のカルテ，看護記録，介護記録，介護認定の資料
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掲注�３９頁。

�　山本・前掲注�３８１頁。

�　有馬・前掲注�１６９頁。



等から判断するほかない。遺言無効確認請求事件では，遺言者の死亡後に

争訟になることが遺言能力の事実認定を困難にしていると指摘されるが�，

保険金受取人の変更手続における意思能力の有無の認定にも同様の困難さ

を伴う�。

　保険金受取人の変更時における保険契約者の意思能力の有無を判断する

に当たって，前掲①から⑮判決のほとんどは，それぞれの認定事実から，

保険契約者の病状の有無・程度，当該行為の性質・内容及びその合理性を

総合的に考慮し，決している。基本的には，従前の裁判例によって構築さ

れた判断枠組みに従ったものといえる。

　再述するが，意思表示の際の意思能力の有無を判断するに当たって，医

学上の評価として，表示者に意思能力がある，または，ないことが明らか

である場合には，他の要素を検討するまでもなく，その意思表示は有効ま

たは無効であると判断される�。意思能力の有無について，医学上の評価

だけでは判断がつかない場合に，さまざまな判断材料を考慮して，総合的

に判断されることになる。したがって，そのような場合であっても，山本・
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�　石田明彦＝小川暁＝芥川朋子＝芝本昌征＝杉本敏彦＝新海寿加子＝児玉禎治

＝大黒淳子＝片瀬亮＝三浦康子「〔民事実務研究〕遺言無効確認請求事件の研

究（上）」判例タイムズ１１９４号４４頁（２００６年）。

�　有馬・前掲注�１７０頁。加えて，遺言無効確認請求事件は，遺言によって財

産を取得する受遺者と相続により財産を取得する相続人との間の紛争であると

いう特徴があり，遺言者が既に死亡しているのが通常であるから，意思能力が

欠如していたとして，遺言を無効としても遺言者の保護になるものではないと

いう点においても（升田純「成年後見制度をめぐる裁判例�　第三　身分関係

の法律行為と意思能力，行為能力」判例時報１５８９号９�１０頁（１９９７年）），保険

金受取人変更時の保険契約者の意思能力の有無が争点となる事案と同様の特徴

を有することから，遺言者の遺言能力の有無に関する判断基準が，保険契約者

の意思能力の有無に関する判断基準にも妥当するものと思われる（長瀬・前掲

注�４�５頁，桜沢・前掲注�１５頁，北澤・前掲注�６�７頁，岡田・前掲注�

５頁）。

�　有馬・前掲注�１６９頁。



前掲注�３９１頁に指摘されるように，「意思能力の存否を判断するための方

法としてまず考えられるのは，人間の精神的能力の程度に関するさまざま

な指標を手がかりとしながら，意思能力に相当する精神的能力があるかど

うかを判断する方法である」。

　そのうえで，山本・前掲注�３９１�３９２頁は，「長谷川式認知症スケールに

よる…判定が意思表示をした時の前後において実施されていた場合は，そ

の時点での精神的能力を確定する上で，有力な手がかりとなる。また，医

師の診断書や看護記録その他の当時の記録等から，当事者が〔長谷川式認

知症スケールによる判定〕項目その他の項目について有していたと考えら

れる能力を確定することができる場合も，その時点での精神的能力を確定

する上で，有力な手がかりとなる」と続ける。

　実際，前掲④判決では，専ら保険契約者Ａの治療にあたっていた脳神経

外科医であるＤ医師による「『脳梗塞の影響で，高度な判断を下すことは

困難であった』『保険の契約などの高度な判断を要する事項については十

分に理解し返答することは困難であった』，２
　

 月１６日以降死亡までは，意

識障害により自分の考えを述べることは困難であったとの意見書」並びに

同「意見書の趣旨について，Ａは大脳の左側頭葉と頭頂部にかけて脳梗塞

があり，この部分に梗塞を生じた場合の，端的な症状は記憶障害であり，

近のことを覚えていないという近接記憶障害が起こり，それが元で日時，

場所，自分が置かれている状況を正確に把握できない状態になり，それが

原因で見当識障害，すなわち，時間，場所が正確に言えない状態になって

いたとの供述」，「Ａには，保険金受取人を変更するという判断の前提とな

る事実の記憶を保持する能力が無く，その状態において受取人変更の意思

表示が行われたとしても，それは当該意思表示の効果を認識した正常な意

思表示ではないとの趣旨の供述」を根拠に，保険金受取人の変更手続にお

いてなされたＡの意思表示は意思無能力により無効であるとしている。
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　他方，前掲⑨判決は，パーキンソン病及びアルツハイマー型認知症と診

断されていた保険契約者Ａの保険金受取人の「変更手続より前に行われた

長谷川式スケールで も認知症の重症度が高い１２点との結果が出たのは，

本件変更手続の約１０か月も前に行われた検査でのことであって，その他の

結果はいずれも１５点ないし１８点で，その重症度は『中程度の認知症』から

『軽度の認知症』にとどまっている上，本件変更手続の直近である約１か

月前に行われた検査では１８点ないし２４点の結果が出ており，その重症度は

『中程度の認知症』から『軽度の認知症』の程度ないし『正常』の程度に

とどまっている」ことから，本件変更手続が行われた当時，Ａが意思無能

力であったことについては相応の疑問が残るとする。また，前掲⑬判決及

びその控訴審たる前掲⑭判決において，その意思能力の有無が問題となっ

た保険契約者Ａは介護保険の要介護４に認定されていたが，「Ａについて

（その程度はともかく）認知症の進行が認められていたことからすると，

痴呆症の程度も相当程度高かったであろうとは推測される」としながらも，

Ａの介護認定申請に係る主治医意見書及び認定調査表の調査日から，保険

金受取人の変更手続が行われた時点から３年以上経過した後のＡの状態で

あり，かつ，Ａの死亡する一週間ほど前のものであることを理由として，

「本件の要介護認定の状況をもって，本件変更手続当時，具体的に意思能

力を欠くまでに至っていたことの裏付けとするには至らない」と判断して

いる�。

　保険金受取人の変更時の保険契約者の意思能力の有無を判断するに当

たっては，その基準となる保険金受取人の変更行為の性質・内容を如何に
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�　前掲⑬判決及びその控訴審たる前掲⑭判決も示唆するように，要介護「認定

には，一般に，身体能力だけでなく，痴呆症の程度の判断等も影響」すること

から，その認定時期によっては，意思能力に相当する精神的能力があるかどう

かを判断するうえで，有力な手がかりとなるものと思われる（拙稿・前掲注�

２９頁）。



解するかが重要となる。それにもかかわらず，前掲①から⑮判決のほとん

どが，保険金受取人の変更行為の難易度・重大性に特に言及することなく，

保険契約者の意思能力の有無を判断している。そのようななかで，前掲⑨

判決は，「保険金受取人の変更という行為の性質をみても，当該行為の意

味内容は単純であり，一般に，一定程度の理解力の低下がみられても，そ

の意味内容を理解することは比較的容易なものということができる」との

判断を示している。前掲⑭判決もまた，保険金受取人の「変更手続で行わ

れた内容は，死亡保険金受取人を，既に死亡していたＡの夫から，Ａの子

である Y２ に変更するという比較的単純なものである」と判示する�。

　その一方で，前掲⑨判決のこの判断に対して，「保険の契約などの高度

な判断を要する事項については十分に理解し返答することは困難であった」

との担当医師の意見書に依拠し，保険契約者の意思能力を否定した前掲④

判決を引き合いに，前掲⑨「判決が，保険金受取人の変更という行為の性

質一般を『意味内容が単純であり，一般に一定程度の理解力の低下がみら

れても，その意味内容を理解することは比較的容易なもの』とするのは不

当である」との批判がある�。しかしながら，学説は，保険契約を締結す

るには比較的高度な判断能力を要するが，保険金受取人の変更は，保険契

約者にとっては，誰に保険金を受け取らせたいと考えているのかが判断で

きれば，行為の結果を弁識できるものであるから，比較的高度な知識や精
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�　前掲⑨判決が「保険金受取人の変更という行為の性質をみても，当該行為の

意味内容は単純であり，一般に，一定程度の理解力の低下がみられても，その

意味内容を理解することは比較的容易なものということができる」と，前掲⑭

判決は「本件変更手続で行われた内容は，死亡保険金受取人を，既に死亡して

いたＢの夫であるＡから，Ｂの子である Y２ に変更するという比較的単純なも

のである」と判示することによって，保険契約者による保険金受取人の変更行

為の性質・内容に言及する一方，両判決ともその理由については明らかにして

いない。

�　有馬・前掲注�１７１頁。



神的能力が要求されるものではなく，相対的にその目的を容易に理解して

行えるとして，その多数が前掲⑨判決を支持する�。

　保険契約における保険金受取人の変更の意味内容が常に理解容易である

と判断されるとは限らず，事案の性質や証拠関係等によって裁判所の判断

は変わり得る点には留意を要するが�，保険金受取人の変更行為の難易度・

重大性に特に言及していない裁判例にあっても，保険金受取人の変更は，

保険契約者にとってそれほど理解が困難な行為とはいえないと捉えている

ものと推察される�。

　そのうえで，保険契約者が保険金受取人を変更するに至った経緯から，

当該行為の合理性や動機の有無を判断するところ，前掲④判決，前掲⑥判

決，前掲⑬判決及びその控訴審たる前掲⑭判決にあっては，この点，判断

していない。前掲⑥判決，前掲⑬判決及びその控訴審たる前掲⑭判決では，

その認定事実から保険金受取人の変更手続がなされるに至った経緯は読み

取れるものの，かかる変更手続の合理性については判断していない�。

　その一方で，前掲⑥判決，前掲⑬判決及びその控訴審たる前掲⑭判決は

いずれも，保険金受取人の変更時における保険契約者の意思能力の有無を

判断するに当たって，かかる変更手続が行われた状況に依拠している。例

えば，前掲⑬判決及びその控訴審たる前掲⑭判決によれば，保険金受取人

の変更手続に先立って，Y１ 生命保険相互会社にＡ本人の自署が困難との
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�　竹�・前掲注�４頁，長瀬・前掲注�７�８頁，桜沢・前掲注�１７頁，天野・

前掲注�３２頁，北澤・前掲注�９頁，岡田・前掲注�３７頁。同見解に対して，

有馬・前掲注�１７１頁は，「保険金受取人の変更も保険契約の内容の変更の１つ

であるから，一般的には，比較的高度な判断能力を有する意思表示である」と

主張する。

�　長瀬・前掲注�８頁，桜沢・前掲注�１７頁。

�　桜沢・前掲注�１７頁。

�　前掲④判決も，保険金受取人「変更が客観的にみて理性的であるかの検討は

なされていないが，これは，各当事者から，これに関する主張がなされず，検

討する材料がなかったからであると思われる」（天野・前掲注�３３頁）。



連絡があったことから，保険契約者等の意思が不明確な案件での意思確認

を３０件から４０件程度担当していた機関役付者である E がかかる変更手続を

担当している背景とも相俟って，「本件変更手続は，Y１ 生命保険相互会社

Ｔ営業所に所属していたＥによって行われたものであって，本件変更手続

についてのＡの具体的な意思は，Ａの頷きの方法によって確認したとする

Ｅの供述は，その内容に照らして，信用することができる」。前掲②判決

も同様に，保険金受取人の「各変更手続に際して亡Ａの意思を確認するた

めに各生命保険相互会社の担当者はそれぞれ被告 Y１ 方を訪れ，直接亡Ａ

と面談しており」，かつ，その際，「亡Ａと相当程度の時間会話して変更手

続の意思を確認しており（特にＢ証人は，Y５ 生命保険相互会社の滋賀支

社高島分室長でありながら…後に問題が生じないようにするために，部下

の外交員に代わって，自ら変更手続の意思確認に赴いたものであり，明確

に意思確認がなされたものと認められる。），亡Ａは，Ｘが酒を飲んで亡Ａ

に乱暴するとか，今後は Y１ らに世話になるから受取人を Y１ 及び Y２ に変

更するなどと，変更手続の理由を述べている…事情に照らせば，本件各変

更手続が亡Ａに無断で行われた事実を推認することはできず，かえって，

本件各変更手続は亡Ａの意思に基いて Y１ が変更手続を代行するなどして

行われたものと認めることができるというべきである」と判示する。また，

前掲①判決が意思能力を認めた理由の一つとして，竹�・前掲注�４�５

頁は，保険契約者が「呼び掛けに対して答えるだけでなく，他人の問い掛

けに対して相応の反応ができたのであるから，保険金受取人の変更に関す

る意思能力を認めても差し支えない」と述べるとともに，かかる「受取人

変更は，大丈夫かどうかを医師により確認するという慎重な方法をとって

行われている」ことを挙げる。

　保険契約者が行った保険金受取人変更の意思表示につき，その意思能力

の有無が争われた裁判例にみる傾向として，意思能力の有無を判断するに
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当たって，まず，医学上の評価を拠としつつ，保険金受取人の変更行為の

性質・内容を踏まえ，保険金受取人の変更手続が行われた状況を中心に，

かかる手続時はもとより，その前後の病状，言動や状況を総合的に考慮し

ている。従前の裁判例によって構築された判断枠組みに基本的に従ったも

のであると同時に，保険契約者が保険金受取人を変更するに至った経緯か

ら，当該行為の合理性や動機の有無を詳細に考察することによって，可能

な限り，保険契約者の意思を酌むかたちで決しているように思われる�。

Ⅲ　むすびにかえて 

　　―意思能力の有無の判断基準，その構築に向けて―

　近年，高齢化が進むわが国にあって，とくに判断能力が減退した高齢者

がさまざまな紛争に巻き込まれ，その意思能力の有無が争点となる裁判例

が増加の一途を辿っている。そして，その流れは，保険契約においても同

様である。平成になって，第三者のためにする生命保険契約において，保

険契約者兼被保険者が行った保険金受取人変更の意思表示につき，その意

思能力の有無が争われる事案が出現，その後，現在までの公表裁判例は１５

件にのぼる。これは，決して少なくない数字である。

　他方，具体的にどの程度の能力を有していれば，意思能力が存するとい

えるのか，その判断基準については必ずしも統一的なものが存在するわけ

ではない�。寧ろ，「意思能力の有無は，個々の具体的な法律行為ごとに，

行為者の年齢・知能などの個人差その他の状況をそのままふまえての，実

質的・個別的判断にかかるものであ」る�。しかしながら，近年の高齢社

保険金受取人変更の意思表示
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�　桜沢・前掲注�１８頁。

�　澤井・前掲注�８８頁。

�　幾代・前掲注�５１頁。



会の進行に伴い，意思無能力を理由に，契約や遺言等の効力が争われる事

例が増加の傾向にあることから，意思能力の有無に関する裁判判断の基準

を明らかにする必要性が改めて指摘されていることは，既述のとおりであ

る。

　そのような状況を踏まえ，意思能力の有無の判断基準を構築していく一

助を担うべく，保険契約者による保険金受取人変更時の意思能力の有無が

争われた裁判例を整理，検討することによって，かかる意思能力の有無を

判断するうえで，裁判実務上，その基準となる保険金受取人の変更行為の

性質をどのように解し，どのような判断枠組みをもって決しているのかを

明らかにすることが，本稿の目的であった。結論として，その判断枠組み

にはひとつの共通性が見受けられるものの，保険金受取人変更時の保険契

約者の意思能力の有無に限定してもなお，その判断にあっては個別的かつ

具体的になされるという性質が極めて強い。意思能力の有無の判断は，意

思表示の時点で行われることになり，過去において所要の能力を有してい

たかどうかという判断にならざるを得ないことが，大きな要因であろう。

　そしてまた，意思能力の有無の判断が，意思表示の時点で行われることに

なり，過去において所要の能力を有していたかどうかという判断にならざ

るを得ないことから，意思能力の有無の判断，したがってまたその立証が，

相対的に困難になりやすい�。山下友信「コメント」保険事例研究会レポー

ト２８２号１１頁（２０１４年）に指摘されるように，「保険者としては，少なくと

も保険金支払請求のあった時点では，高齢者による保険金受取人変更など，

意思能力の存否の問題が生じ得るような状況においては，変更時点での保

険契約者の意思能力の存否について調査しておくことも必要であろう」�。
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�　山本・前掲注�３９０�３９１頁。

�　澤井・前掲注�９６�９７頁もまた，「このような紛争の発生を未然に防止し，互

いに予期せぬ結果を生じさせないためにも，高齢者側においては，成年後見制



　なお，保険法によれば，保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険

者に限定されるとともに（４３条２項），かかる意思表示は，その通知が保

険者に到達したことを条件として，その通知を発信した時に遡って効力を

生ずる（同条３項）。平成２０年改正前商法の下，保険金受取人の変更にか

かる方法とその効力発生時期をめぐる論争は，保険法によって立法的な解

決をみた一方，保険法にあっても，保険契約者が保険金受取人変更の意思

表示をした時に意思能力を有しなかったときは，かかる意思表示は無効で

ある。

保険金受取人変更の意思表示
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度の活用等が望まれるところであり，また，相手方側においても，高齢者との

取引にあたっては，より慎重な対応が期待されるところであろう」と述べてい

る。




